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立命館大学国際関係学会会則

第１条（名称）　本会は、立命館大学国際関係学会という。
第２条（目的）　本会は、国際関係に関連する学術の研究と普及を目的とする。
第３条（事業）　本会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
　　１　機関誌「立命館国際研究」の編集と発行　　　　３　研究会，講演会の開催
　　２　研究補助　　　　　　　　　　　　　　　　　　４　その他前各号に関係する事業
第４条（会員）
　⑴　本会は次の会員を持って組織する。
　　１　本学国際関係学部に所属する教授・准教授・講師・助教
　　２　本学大学院国際関係学研究科前期課程院生
　　３　本学大学院国際関係学研究科後期課程院生
　　４　本学国際関係学部生
　　５　常任委員会において承認を得たもの
　⑵ 　第１号会員の会員は教員部会、第２号および第３号の会員は院生部会、第４号の会員は学生部会を
構成する。

第５条（総会）
　⑴　通常総会は、毎年１回、常任委員会の招集によりこれを開催し、常任委員会より事業活動及び事業
方針の報告を受け、監査委員より会計監査の報告を受ける。臨時総会は、必要に応じて常任委員会の
招集によりこれを開催する。

　⑵　総会において決議を要するときは，出席した会員の過半数をもって決する。
　⑶　委任状または代理人による議決権行使は認められない。
第６条（役員）
　⑴　本会に次の役員をおく。
　　１　会　長　　　　１名　　　　４　幹　事　　　　１名
　　２　副会長　　　　１名　　　　５　監査委員　　　３名
　　３　常任委員　　　５名
　⑵　会長は，本学国際関係学部所属の専任教員より選出する。会長は本会を代表し会務を統括する。
　⑶　副会長は本学国際関係学部所属の専任教員より選出する。副会長は会長を補佐し、常任委員会を主
催して会務の運営にあたる。

　⑷　常任委員は教員部会の会員より２名、院生部会の会員より１名、及び学生部会の会員より２名を選
出する。常任委員会は副会長および全ての常任委員によって構成する。

　⑸　幹事は、本学国際関係学部事務長とする。幹事は、会長の指揮に従い本会の日常業務の執行を補佐
するものとする。

　⑹　監査委員は、教員部会の会員より１名、同条第２号院生部会の会員より１名、および学生部会の会
員より１名を選出する。監査委員は、本会の会計を監査し、監査の結果を総会に報告しなければなら
ない。

第 ７条（事業の執行）　常任委員会は本会の業務を執行する。常任理事会は各年度の事業方針及び予算案
を総会に報告しなければならない。また、前年度の事業内容及び決算について、監査委員会の承認を得
てこれを総会に報告しなければならない。
第８条（経費）　本会の経費は，会費，補助金及び寄付金をもってこれにあてる。
第９条（会費）
　⑴　本会の会費は次の通りとする。
　　１　第４条第１号の会員　　年額　12,000円
　　２　第４条第２号の会員　半年額　　4,000円
　　３　第４条第３号の会員　半年額　　4,000円
　　４　第４条第４号の会員　半年額　　4,000円
　　５　第４条第５号の会員　　年額　　8,000円
第10条（会計年度）　本会の会計年度は，毎年４月１日に始まり，翌年３月31日に終る。
第 11条（会則の変更）　会則の変更は常任委員会の発議により、総会の承認を得なければならない。変更
された会則は、総会の承認を得た時点で発効する。
　附　則
1992 年度より会員に大学院国際関係研究科院生を加える。
　附　則（2000 年７月４日会員の追加による改正）
この会則は、2000 年７月４日から施行する。
　附　則（2011 年５月 10 日会員および会費の見直し、評議委員会の廃止にともなう改正）
この会則は、2011 年５月 10 日から施行する。
　附　則（2012 年１月 24 日会費徴収方法の変更に伴う改正）
この会則は、2012 年４月１日から施行する。
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編 集 後 記
　今春、フランスは政治的大変動を経験した。大革命や「人間と市民の権利の宣言」の国であるフ
ランスは、実はかなり現実とかけ離れた国際イメージを持たれている。フランスは本質的には保守
的であるのだが、定期的に革新や革命的な噴火によって揺り動かされている。半世紀以来、第 5共
和制にはすでに 7人の歴代大統領がいるのだが、その内現大統領を含め、左翼の大統領は 2人しか
いないのである。しかも、社会党の議員数が過半数を占るのはミッテランが大統領になった 1981
年以来 2度目の事でしかない。しかし今回は、1981 年の「左翼連合」が主権を取った時に比べて
国民の歓喜と希望はなんと低い事であろう！その間、イデオロギーの黄昏や世界的な経済危機が
あったのである。本来ならば、新政権は国民から期待されるある程度の期間があるのだが、今回は
それはないだろう。予想外の出来事さえなければ、勿論新政権は 5年間の支配が保証されている。
しかし、次期（2017 年）の大統領選挙・総選挙の後にも存続出来るかどうかは疑問である。
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